
​国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用した​



​はじめに​

​　確定申告期に無料相談所等において、電子申告の代理送信を行うためには、日常の業務で使用​
​している利用者識別番号とは別に、税務署から交付された利用者識別番号（以下「税務支援用​
​ID」という。）を使用する必要があります。​

​　税務支援用IDを利用して代理送信を行うためには、初期登録として、税務支援用IDへの税理士​
​用電子証明書の登録を行う必要があります。​

​　ここでは、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して登録する方法を紹介​
​します。​
​　なお、初期登録にあたり、お手元に準備していただくものは、次のとおりです。​

​　　１　電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書​
​　　２　税理士用電子証明書（第五世代又は第六世代）　※PINコードを含む​

​初期登録をはじめる前に​

​　手順④でログインする前に、「ご利用環境のチェック」をクリックして事前準備セットアッ​
​プが完了しているか確認し、セットアップが完了していない場合にはここで事前準備セット​
​アップを実施していただくとこのあとの登録がスムーズです。​





通知書右下の新暗証番号



⑤〜⑨は実施済みのため、⑩へ進んでください。



⑤〜⑨は実施済みのため、⑩へ進んでください。



⑤〜⑨は実施済みのため、⑩へ進んでください。







「氏名」欄に入力する。
（姓）名古屋税理士会
（名）税務支援〇〇
※〇〇には数字が入ります。
入力する数字は通知書左上で
ご確認ください。

「住所」欄に入力する。
郵便番号466-0046
愛知県
名古屋市昭和区広見町
１丁目１３
ダイエイビル２階

昭和税務署が選択されていな
い場合は、昭和税務署を選択






















